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事務専決規則等の見直しについて 

 

１ 主な改正点 

（１）専決事項に「補助金及び交付金の交付（補助金等交付決議）」を新設。 

（２）請書作成基準を50万円以下へ引上げ。 

（３）委託料・工事請負費・備品購入費の専決額を、1.5～２倍の範囲で引上げ。 

（４）工事等での事業者提出書類の見直し。 

（５）契約審査委員会・一般競争入札基準の見直し。 

（６）事業施行伺書の作成基準の見直し。 

 ※詳細は「３ 主な改正内容」参照 

 

２ 見直しの考え方 

事務の効率化やスピードアップを目的に、他市比較等も行いながら、特に、財務関係における各専決区分の金

額を引き上げることに重点を置いた。また、支出負担行為（以下、「負担行為」）のうち、委託料・工事請負費・備

品購入費の専決額は、以下の考え方により1.5～２倍の範囲で引上げをする。 

（１）近年の物価高騰 

  公共工事設計労務単価（H25年度比：約 1.63倍）、設計業務委託等技術者単価（H25年度比：約 1.56倍）等

を背景に、今後の物価高騰も見据えて幅を持たせた金額設定とする。 

（２）事務効率化 

額の引上げにより３～５割程度の課長決裁以上の件数削減を目指す。 

（３）分かりやすさ 

専決額の１桁目を統一的な数字とすることで事務執行上の分かりやすさを重視。具体的には１、２、３、５

とする。（他市においても同様の傾向） 

（４）委託料・工事請負費・備品購入費以外の予算科目への対応 

リーダー専決額の引上げにより課長専決からリーダー専決となる件数が大幅に増加し、効率化が見込まれる。 

  

３ 主な改正内容 

（１）共通専決事項（別紙２－１、２、３、４） 

 ア 庶務関係 

 （ア）専決事項に「補助金及び交付金の交付（補助金等交付決議）」を新設。これまで、補助金等交付決定時に

おいては、文書管理規程第６条第 1 項第２号に「補助金交付指令については、財政課において処理する」と

あり、財政課で交付指令してきた。これについて、文書管理規程を改正し、今後は交付指令を各課の責任で実

施とすることとし、「交付決定額が一事業あたり補助金額100万円超（企画部長）、50万円超（財政課長）の

場合」に限り、財政課合議とする。 

（イ）補助金等交付事務においても、原則、文書管理システムを用いた電子での決裁とし、事務の電子化・合理

化を図ることとする。また、情報公開条例第25条に規定する市が出資その他財政上の援助を行う法人等の情

報公開について、情報公開条例施行規則第13条第２項第２号及び第３号に規定する当該法人等の範囲を「一

事業の補助金等の額が50万円を超える法人等」とし、情報公開を行うこととする。 

イ 人事関係 軽微な修正 
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ウ 財務関係（３ページ：負担行為改正箇所） 

（ア）他市状況を踏まえ、請書作成基準を50万円以下へ引上げ。それに合わせ、負担行為の10需用費～13使

用料及び賃借料、15原材料費、26公課費のリーダー専決区分を50万円以下へ引上げ。 

 

 ＜岐阜県下各市における契約書作成基準＞ 

 
 

（イ）負担行為の12委託料の副市長専決区分「1,000万円以上2,000万円以下」を「2,000万円以上3,000万

円以下」、部長専決区分「500万円超1,000万円未満」を「1,000万円超2,000万円未満」、課長専決区分「20

万円超500万円以下」を「50万円超1,000万円以下」へ引上げ。 

 （ウ）負担行為の 14工事請負費の部長専決区分「1,000万円超 3,000万円未満」を「2,000万円超 5,000万円

未満」、課長専決区分「1,000万円以下」を「50万円超2,000万円以下」へ引上げ。また、50万円以下をリー

ダー専決区分として新設。 

 （エ）負担行為の17備品購入費の課長専決区分「300万円以下」を「50万円超500万円以下」に引上げ。また、

50万円以下をリーダー専決区分として新設。 

（オ）負担行為の専決金額変更と同時に、支出命令・収入調定等のリーダー専決区分を 50 万円以下へ引上げ。 

 

多治見市 岐阜市 大垣市 各務原市 可児市 土岐市 瑞浪市 恵那市 中津川市

20万円超～
50万円以下

契約書 請書 請書 請書 請書 請書 請書 請書 請書

50万円超～
少額随契基準範囲内

契約書 契約書 請書 契約書 契約書 契約書 請書 契約書 契約書

少額随契基準超～ 契約書 契約書 契約書 契約書 契約書 契約書 契約書 契約書 契約書
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【（財務関係）負担行為専決区分の金額部分改正予定箇所】 

 新 旧 

専決区分 

副市長 部長共通 課長共通 
リーダー 

共通 
副市長 部長共通 課長共通 

リーダー 

共通 専決事項 

負
担
行
為 

10  

需 

用 

費 

燃料費 
  50万円を超えるもの 

50万円以下 
  20万円を超えるもの 

20万円以下 

 光熱水費                         

 修繕料  1000万円を超えるもの 1000万円以下 50万円以下  1000万円以上 1000万円未満 20万円以下 

 
その他  100万円を超えるもの 100万円以下 50万円以下  100万円を超えるもの 100万円以下 20万円以下 

 

11  

役 

務 

費 

通信運搬費   50万円を超えるもの 50万円以下   20万円を超えるもの 20万円以下 

 広告料 
100万円を 

超えるもの 
100万円以下 50万円以下                 

100万円を 

超えるもの 
100万円以下 20万円以下                 

 その他  100万円を超えるもの 100万円以下 50万円以下  100万円を超えるもの 100万円以下 20万円以下 

 
12委託料 

3000万円 

以下 
2000万円未満 1000万円以下 50万円以下 

2000万円 

以下 
1000万円未満 500万円以下 20万円以下                      

13 使用料

及び賃借料 
 100万円を超えるもの 100万円以下 50万円以下  100万円を超えるもの 100万円以下 20万円以下 

14 工事請

負費 

１億5000

万円未満 
5000万円未満 2000万円以下 50万円以下 

１億5,000

万円未満 
3000万円未満 1000万円以下      

15 原材料

費 
 100万円を超えるもの 100万円以下 50万円以下  100万円を超えるもの 100万円以下 20万円以下 

17 備品購

入費 

2000万円 

未満 
1000万円未満 500万円以下 50万円以下 

2000万円 

未満 
1000万円未満 300万円以下      

26 公課費   50万円を超えるもの 50万円以下   20万円を超えるもの 20万円以下 

エ 契約事務・財産管理関係 

 （ア）専決事項「契約の相手方の決定」について、契約決裁時に契約書のチェックを行うため合議欄に「財政課

契約担当のグループリーダー」を追加 

 （イ）専決事項「関係書類の収受・発送」について、「多治見市工事等の監督及び検査要領」、「岐阜県建設工事

共通仕様書」及び「工事書類作成提出要領」に準じ、着工届、段階確認書、立会願、休日・夜間作業届、下請

負届、請負代金内訳書を削除。併せて、下請負届の代わりになるものとして施工体制台帳を追加。 

 

（２）個別専決事項（別紙３） 

  別紙のとおり、以下の部署が改正 

  ①財政課②総務課③税務課④市民課⑤陶磁器意匠研究所⑥環境課⑦三の倉センター⑧大畑センター⑨堆肥化セ

ンター⑩笠原クリーンセンター⑪月見センター⑫都市政策課⑬開発指導課⑭建築住宅課⑮道路河川課 
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（３）契約審査委員会・一般競争入札基準（別紙４） 

ア 契約審査委員会 

 （ア）工事の審議基準を部長専決金額と同様に3,000万円以上から5,000万円以上へ引上げ。 

 （イ）物品の供給その他の契約のうち、その他の契約（委託等）を部長専決金額と同様に1,000万円以上か 

ら2,000万円以上へ引上げ。物品の供給は、議決対象2,000万円以上の継続に合わせ、現行の1,000万 

円以上に据え置く。 

契約審査委員会の対象外となる案件（Ｒ６例から） 

【工事】配水管布設替工事８件、マンホールポンプ場更新工事１件 

【委託】土地・家屋等管理データ加除修正業務委託、児童手当法改正対応システム改修業務委託 等 

イ 一般競争入札基準 

物品の供給その他の契約のうち、その他の契約（委託等）を1,000万円以上から2,000万円以上へ引上げ。 

 

（４）事業施行伺書の作成基準見直し 

 現在は契約方法に関わらず50万円以上の案件を事業施行伺書（以下、「施行伺」）の作成基準としているが、対

象を契約規則第24条の表に定める額を超える案件及び入札案件に改める。施行伺を用いる場合は財政課合議が必

要（従前のとおり）。 

作成基準理由①入札案件は契約事務執行要領第１条第１項第９号にて、施行伺の作成を義務付けているため。 

②少額随契の範囲を超える案件については、随契理由の確認等一定の審査が必要と判断したため。 

【契約規則第24条の表】 

 新（Ｒ７.５～） 旧（～Ｒ７.４） 

（１）工事又は製造の請負（工事請負等） 2,000,000円 1,300,000円 

（２）財産の買入れ（物品購入等） 1,500,000円 800,000円 

（３）物件の借入れ 800,000円 400,000円 

（４）財産の売払い 500,000円 300,000円 

（５）物件の貸付け 300,000円 300,000円 

（６）前各号に掲げるもの以外のもの（委託等） 1,000,000円 500,000円 

事業施行伺書の作成に関係なく、入札案件以外の契約書チェックは契約決裁時に行う 

（単価契約も同様）＜財政課契約Ｇ合議必要＞ 

 

４ 今後のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

～令和８年１月15日 パブリックコメント 

     １月中 規則改正手続 

２月～３月 財務システム修正作業、庁内周知 

４月１日 施行 


